
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

誕生月 対象日 

H30 年 4 月生 R５年 ５月 26 日(金)

    ５月生 ６月 16 日(金)

６月生 ７月 ７日(金)

７月生 ７月 28 日(金)

８月生 ８月 25 日(金)

９月生 ９月 22 日(金)

10 月生 10 月 20 日(金)

11 月生 11 月 17 日(金)

12 月生 12 月 15 日(金)

H31 年 １月生 R６年 １月 19 日(金)

    ２月生 ２月 9 日(金)

    ３月生 ３月 8 日(金)

※原則として誕生月の対象日に参加していただき

ます。別日に変更が必要な場合は子ども課（裏

面）までご連絡ください。 

 
 
 
 
 
 
 

 

１．対  象 満５歳を迎えたお子さんとその保護者 

２．会  場 大館市立上川沿公民館 

      所在地：大館市池内字大出 135  

（駐車場についてはお便りでお知らせします。） 

３．時間帯 

  第１部 認可保育園・へき地保育所・そのほか（※）

受付時間  １３：００～１３：１０ 

      実施時間   １３：１５～１４：００ 

（個別相談希望者は、１４：１５まで） 

  第２部 認定こども園・幼稚園（※） 

       受付時間   １４：１５～１４：２５ 

       実施時間  １４：３０～１５：１５ 

（個別相談希望者は、１５：３０まで） 

４．持ち物 母子健康手帳 

        （母子健康手帳へ受付印を押印します。） 

※詳しくは裏面をご覧ください  

  小学校入学は、子どもにとって大きなステップであり、そこを自らの力で乗り越える

ことが成長過程では意味のあることです。家庭や園生活の中で、お子さんが周囲から認

められることにより、自分への自信（自己有能感）を高め、就学への期待に胸をふくら

ませることが第一ステップになります。 

大館市ではお子さんが小学校生活や学習にスムーズに適応し、楽しい学校生活を送る

ための橋渡しとして「満５歳すてっぷ相談」を実施します。 

●体調のすぐれないお子さんは、別日程をご案内する等の対応をしますのでご相談ください。 

●咳や鼻水などがある場合や、感染症の流行時にはマスクの着用をお願いすることがあります。 

●対象児 1 名に対し保護者 1 名の参加をお願いします。 

（対象児以外のお子さんの同行は、できるだけお控えください。） 

●受付時間の厳守をお願いします。 

●滞在時間を短くするため、終了後はすみやかにお帰りくださるようお願いします。 

●会場内の換気を定期的に行います。 

《 すてっぷ相談は、感染防止対策を講じながら行います 》  

Ⓒ大館市



 

 

   
 

  
 

  

 
 
 

         

      
      

          
      
      
      
      
          
      
      
      
          
      

          

          

   

第１部  認可保育園：  城南保育園、城南保育園分園、有浦保育園、扇田保育園、たしろ保育園、 

釈迦内保育園、十二所保育園、東館保育園、西館保育園 

へき地保育所： 二井田保育所、下川沿保育所、沼館保育所、花岡保育所、 

矢立保育所、長木保育所 

そのほか：   元気ひろば保育園、在宅児、大館市以外の保育施設等利用児 

 

 

第２部  認定こども園： 大館ホテヤこども園、大館八幡こども園、南が丘こども園、向陽こども園、 

宮の杜神明こども園、扇田こども園、大館カトリックこども園、 

大館ホテヤ第二こども園 

幼稚園：    大館幼稚園 

「保護者アンケート」に 

記入し、同封の返信用封筒

に入れ、園に提出します。 

（個別相談の希望者は相談内容

も書いてください。） 

(〆切：対象日の 2 週間前) 

 

後日、すてっぷ

当日にお子さん

が作成した描画

を園を通じてお

返しします。 

対象日の  

1 ヶ月前に園

を通じて案内

が届きます。 

        

≪すてっぷ相談のながれ≫            

＊子どもすてっぷ 

・個別検査 

・手先を使った活動 

＊親すてっぷ 

・子育て学習会 

・希望者の個別相談 

《 心配なことがあったら・・・ 》 園を通して、または子ども課に直接お問い合わせください 

●発達について  

      ことばが遅い、落ち着きがない、お友達とのトラブルが多いなど。             

●家庭のことについて 

     ＤＶなど夫婦間の問題、家族の問題、経済状況等など。 

●就学について、学校生活について 

     就学にあたって不安なことがある、学校でどんな支援を受けられるのか知りたい。 

●子育て全般について 

     しつけの方法がわからないなど。  

相談内容によっては、医療機関や療育機関、専門相談機関などへ紹介する場合もあります。   

・集団生活の中で困り感があると考えられるお子さんには、子ども課の専門スタッフと各園が連携して、

園生活の中で関わりの工夫や配慮をし、集団に適応する力を育てます。 

・子どもすてっぷの様子から、発達について再度確認が必要な場合は、園を通じてご連絡いたします。

お問い合わせ先 大館市子ども課児童相談係・・・（☎４３－７０５４） 

《第１部・第２部のどちらが対象になるかは、下記でご確認ください  》  


